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住
所
を
変
更
す
る
と
き
は
、
転

入
・
転
出
等
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　

届
出
の
際
に
必
要
な
書
類
が
な

い
場
合
は
、
手
続
き
が
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

ご
確
認
の
う
え
、
市
民
課
窓
口
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
転
出
届
】（
下
野
市
か
ら
他
市
区

町
村
に
住
所
を
移
す
と
き
）

必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
等
）

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
）

・
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住

者
証
（
外
国
籍
の
方
）

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
委
任
状
（
代
理
の
方
が
手
続
す

る
と
き
）

・
そ
の
他
、
返
納
の
必
要
が
あ
る

も
の
（
印
鑑
登
録
証
、
国
民
健
康

保
険
証
な
ど
）

※
転
出
先
住
所
、
転
出
日
を
ご
確

認
の
う
え
、
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

転
出
届
を
す
る
と「
転
出
証
明

書（
無
料
）」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の「
転
出
証
明
書
」を
添
え
て
、

新
し
い
住
所
地
で
転
入
届
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
転
入
届
】（
他
市
区
町
村
か
ら
下

野
市
に
住
所
を
移
す
と
き
）

必
要
な
も
の

・
前
住
所
地
で
交
付
さ
れ
た
「
転

出
証
明
書
」

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

（
お
持
ち
の
方
）

・
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住

者
証
（
外
国
籍
の
方
）

・
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
等
）

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
委
任
状
（
代
理
の
方
が
手
続
す

る
と
き
）

・
そ
の
他
、
該
当
す
る
手
続
に
必

要
な
書
類

市
民
課
窓
口
の
土
日

開
庁
の
お
知
ら
せ

―
平
日
に
手
続
き
が

で
き
な
い
方
へ
―

　

住
所
移
動
の
時
期
に
伴
い
、
市

民
課
の
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開

庁
し
ま
す
。
お
仕
事
の
都
合
な
ど

で
平
日
に
手
続
き
が
で
き
な
い
方

は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
一
部
の
業
務
及
び
他
市

区
町
村
・
関
係
各
課
等
に
確
認
を

必
要
と
す
る
手
続
き
に
つ
き
ま
し

て
は
、
お
取
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
内
容
に
よ
っ
て
は
平
日
、

再
度
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
取
扱
業
務

届
書
の
受
付

◯
転
入
、
転
出
、
転
居
、
世
帯
変

更
届
、
印
鑑
登
録

◯
国
民
健
康
保
険
及
び
国
民
年
金

の
取
得
・
喪
失
の
届
出
（
4
月
1

日
㈯
、
2
日
㈰
の
み
）

※
短
期
保
険
証
及
び
資
格
者
証
及

び
各
種
受
給
者
証
の
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
。

証
明
書
の
交
付

　

住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載

事
項
証
明
、
印
鑑
証
明
書
、
戸
籍

全
部
・
個
人
事
項
証
明
書
（
戸
籍

謄
本
・
抄
本
）、
戸
籍
の
附
票
の

写
し
、
身
分
証
明
書

■
取
扱
で
き
な
い
業
務

・
パ
ス
ポ
ー
ト
関
係
業
務

・
住
居
表
示
の
届
出

・
住
居
表
示
地
区
（
大
光
寺
、
花

の
木
、
大
松
山
、
駅
東
）
へ
の
転

入
・
転
居
の
う
ち
住
居
番
号
が
付

番
さ
れ
て
い
な
い
建
物
へ
の
届
出

・
新
築
へ
の
転
入
、
転
居
に
は
、

建
築
確
認
証
や
検
査
済
証
明
な
ど

も
併
せ
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
他
市
区
町
村
や
関
係
各
課
へ
の

確
認
が
必
要
な
業
務（
児
童
手
当

認
定
請
求
、各
種
医
療
助
成
申
請

な
ど
）

※
ご
不
明
な
点
は
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
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引
越
し
後
は
住
民
票
を

移
し
ま
し
ょ
う

　

住
民
票
は
選
挙
人
名
簿
な
ど
の

各
種
登
録
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ

な
が
る
大
切
な
情
報
で
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
移
し
ま
し
ょ
う
。

■
引
越
し
す
る
方
は
要
注
意
！

　

異
な
る
市
区
町
村
に
転
出
し
た

方
で
住
民
票
を
移
し
て
い
な
い
、

ま
た
は
住
民
票
を
移
し
て
3
か
月

経
過
し
て
い
な
い
場
合
は
、
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
ず
、
新
し
い

住
所
地
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

■
引
越
し
後
3
か
月
経
つ
前
に
選

挙
が
！
　
ど
う
し
た
ら
い
い
？

　

国
政
選
挙
で
は
、
旧
住
所
地
に

3
か
月
以
上
住
ん
で
い
れ
ば
、
旧

住
所
地
の
投
票
所
に
行
っ
て
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

旧
住
所
地
へ
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、「
不
在
者
投
票
制

度
」
を
利
用
し
投
票
で
き
ま
す
。

■
外
国
に
引
越
し
し
た
場
合
、
投

票
は
ど
う
し
た
ら
い
い
？

　

在
外
選
挙
制
度
に
よ
り
、
国
外

か
ら
日
本
の
国
政
選
挙
に
投
票
で

き
ま
す
。
お
住
ま
い
の
住
所
を
管

轄
す
る
日
本
国
大
使
館
・
総
領
事

館
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
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Shimotsuke
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くらしの情報

春
は
就
職・進
学・転
勤
の
季
節
で
す �

届
出
を
お
忘
れ
な
く

■
土
日
開
庁
日

・
3
月
25
日
㈯

・
3
月
26
日
㈰

・
4
月
1
日
㈯

・
4
月
2
日
㈰

■
開
庁
時
間

　

午
前
8
時
30
分
～
正
午

■
開
庁
場
所

　

市
役
所
市
民
課


